
容器寄託契約書 （案） 

 

●●●●●●（以下、「甲」という）と●●●●●●（以下、「乙」という）は、別紙に明細を記載する、甲の

ＬＰガス５０ｋｇ容器（以下、「ＬＰガス容器」という）の寄託に関し下記の通り締結する。 

 

（目的） 

第１条  甲は、その所有するＬＰガス容器を乙に寄託し維持管理を行う。甲の為にＬＰガス容器を保管し、

配送業務等を行うことを約する。 

 

（責任の始期及び終期） 

第２条  乙の受寄物に関する責任は、甲からＬＰガス容器の引き渡しを受けた時に始まり、ＬＰガス容器引

き渡した時に終わる 

 

（寄託物保管場所） 

第３条  乙の受寄物保管場所は、下記の通りとする。 

保管場所 ： ●●県●●市●●111-1 （乙の容器保管場所の住所記載） 

引渡場所 ： ●●県●●市●●222-2 （甲の設置場所住所記載 敷地内） 

２  乙は正当な理由がある場合には、本件ＬＰガス容器の保管場所を変更することができる。 

 

（寄託料金） 

第４条  甲に対し、本契約に基づく寄託料金（ＬＰガス容器の維持、管理、保管料及び入出庫のための荷

役作業料）はかからないものとする。 

 

（ＬＰガス容器の所在） 

第５条  甲が乙にＬＰガス容器の所在を求めた時は、乙は速やかに提出できるものとする。 

 

（事故の通知） 

第６条  乙はＬＰガス容器の事故または異常を認めた場合は遅滞なく甲に報告する。 

 

（損害賠償） 

第７条  甲に対して乙が賠償の責任を負う損害は、乙またはその使用人の故意または、重大な過失によ

って生じた場合に限る。 

 

（機密保持） 

第８条  乙及びその使用人は、本契約の履行に際して知り得た甲のＬＰガス容器及び営業上の機密を保

持し、これを一切他に漏洩してはならない。また、甲は乙に関する倉庫運営上及び営業上の機

密を保持し、これを一切他に漏洩してはならない 

 

（契約期間）  

第９条  本契約の有効期限は、令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日までの１年間と

し、甲、乙から本契約３ヶ月前までに本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合に

はさらに１年間同条件をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とする。 

容器を委託する会社と検討ください 

実績報告書添付時は（案）を削除 

スタートは甲に容器を設置した日 

内容については乙と検討ください 



 

以上、契約締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和●●年●●月●●日 

 

 

 

 

                        住 所 

 

                  甲 

 

                        氏 名 

 

 

 

 

                        住 所 

 

                  乙 

 

                        氏 名 

 

 

 

                      

 

                

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

寄託契約書 別紙 

寄・受託容器明細書 

 容器容量 記 号 番  号 製造年月日 整理番号 

１ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

２ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

３ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

４ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

５ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

６ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

７ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

８ ５０ｋｇ ○○○ ○○○○○○ 2019.○○ ○○○○ 

 

甲が乙に委託したＬＰガス容器は、上記の●本であることを甲乙両社が確認の上、令和●●年●●月●●

日付けで、甲乙間の寄託契約書を取り交わした。 

 

 

 

 

                        住 所 

 

                  甲 

 

                        氏 名 

 

 

 

 

                        住 所 

 

                  乙 

 

                        氏 名 

 

 

記号・番号は容器会社の刻印番号 容器を管理する会社の整理番号 

容器本数間違いのないように 


